
平成 25年 7月 10日

厚生労働省保険局

平成 25年 7月 B日付の一般社団法人金園柔道襲雀師連合会会長 田中威勢夫犠からの 【平成
25年 6月 ,18日 r民童党柔整繊連役員会」にて提設された桑件に対する “厚生労働省の回答

″
に

関するお問い合わせ】について、以下のとおり回答いたします。             ゥ

①
″
申請善になぜ郵便番号、電話番号を記戦しなければならないのか。患者が受領委任欄に自署
をしている要件を満たす場合に郵便番号、さらに個人情報である電話番号の記入を求める軽

全面撤焼の要望がありました。

|については、保険者が必要に応じて、被保険書等
への照会を円滑に行い、強いては、療養費の支給決定等を迅速化する面もあるため、お願い
するものです。なお、患者にこれらの記入を求めた織果として、急者の理解が得られず、記
入がない場合は、それらの記入がないまま申諸書を提出することはやむを得ないと考えてい
ます。

② リコー三愛グループ健康保険組合とみずほ健康保険組合から組合員宛に出された調査文書の
内容に関して厚生労働省との見解と通つているのではないか、どと指摘がありました。

③ 役員会における厚生労働省からの日頭での退答で-1
②に闘して常「記繊に問題があると言わぎるを得ず、指導しなければならない状況。健康保

険組合の不通切な表現などについては個別に対応していく必要力`ある」との返答がありまし
た。

(国答)

別添のとおり。
所管する地方厚生局から不適切な表現については指導・改善を求め、相手方の縫保組合

においても与理解を示し、改善する旨の回答を得ています。

④ 役員会における厚生労働省からの口頭での還答で-2
また、厚労省は、柔整議連より提出されたとある出版社が作成したとされる啓練バンフレ

ットの内容について触れ『見出しで『播告院・塾骨院で1ま条件を満たきないと健熊保険は使
え幸せん』と大きく書かれ、中央には『原則金編自邑負担』と幸いである。これは大いに

問題力くある。尚、厚生労働省が確認したところ、この文書を作成した出服社に対して1ま離に
関係各所から智情が寄せられており、新たに発行はされないJと報告がなされました。

(回答)

平成 25年 6月 、当省から審敷パンフレットの出版元に対してゃ用バンフレットに不適切
な表現方法等があることについて申し入れを行つたところ、当数パンフレットについては
既に平成 24年 12月末に鹿刊しているが、厚生労働省や関係者からの意見を踏まえて、今
後、わかりやすい広報物の制作を心がけてきたぃ旨の回答を得ています。

以上でございます。


